
  
  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 市民が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを進めるため，市民・事業者・

関係機関・行政が一体となった防災体制の強化に努めるとともに，市民の生命と

財産を守れる消防力や救急救助体制の充実，自然災害などを未然に防止できる防

災型都市基盤の整備に努めます。 

 変更前 変更後 

用途地域（容積率／建ぺい率） 近隣商業地域（２００％／８０％） 

一条地区 

防火・準防火指定 － 準防火地域 

 変更前 変更後 

商業地域（４００％／８０％） 

用途地域（容積率／建ぺい率） 

近隣商業地域（２００％／８０％） 駅東地区 

防火・準防火指定 － 準防火地域 

駅東地区：約１９ha 

・商業地域（400%／80%） 

・近隣商業地域（200%／80%）

一条地区：約０．９ha 

・近隣商業地域（200%／80%） 

宇都宮都市計画防火地域又は準防火地域の変更（宇都宮市決定） 

１．都市計画変更の主旨 

３．上位計画による位置付け 
第４次宇都宮市総合計画改定基本計画（平成１５年２月） 

４．防火地域及び準防火地域の指定基準 

防火・準防火地域は，都市防災上の観点から，建築物の密集した市街地の火災の危険を防除すると

ともに，延焼火災からの安全確保を図るため指定するものであり，主に商業地域，近隣商業地域にお

いて指定される。 
  しかし，当該地は，準防火地域として指定されている同じ商業地域（容積率４００％，建ぺい率 
８０％）及び近隣商業地域（容積率２００％，建ぺい率８０％）であるが，現在，準防火地域として

の指定がない。 
  そのため，火災の危険を防除及び延焼火災からの安全確保を図る必要があることから，準防火地域に指

定するものである。 

新用途地域等決定基準（平成６年３月）：栃木県土木部都市計画課 
防火地域及び準防火地域は，市街地の不燃化を促進し火災に強い都市を形成するため，都市施設の整備 

状況等を勘案しながら，建築物等の耐火性を高める必要のある地域に定める。 

（１）指定すべき地域 

  ①火災の危険性の高い地域 

  ②中心市街地，避難地，避難路周辺等の安全性を確保する必要のある地域 

（２）指定すべき具体的地域 

  ①原則として，建ぺい率が８０％の地域は防火地域又は準防火地域を指定する。 

  ②原則として，容積率が３００％以上の地域は防火地域又は準防火地域を指定する。 

  ③原則として，容積率が５００％以上の地域は防火地域を指定する。 

２．地区の位置と現況等 
（１）現況 
 ・一条地区：一条２丁目の一部 約０．９ｈａ（近隣商業地域：約０．９ｈａ） 
・ 駅東地区：宿郷１丁目，宿郷２丁目，宿郷５丁目，簗瀬４丁目，簗瀬町，平松町の各一部 
      約１９ｈａ（商業地域：約１２．５ｈａ，近隣商業地域：約６．５ｈａ） 

 
  当該地区は，中心市街地におけるＪＲ宇都宮駅西口と東口のそれぞれ南部に位置し，一条地区は，平成通りの開通

により形成され，駅東地区は，駅東第２土地区画整理事業により形成された地区であり，近隣商業地域（容積率200%
／建ぺい率80%）及び商業地域（容積率400%／建ぺい率80%）の指定がされている。 

５．都市計画案の内容 
 都市の災害に対する安全性を高め，災害予防対策の充実を図るなかで，火災の危険を防除及び延焼火災から

の安全を確保する目的から，新用途地域等決定基準などに基づき，「一条地区，区域面積約０．９ヘクタール」

及び「駅東地区，区域面積約１９ヘクタール」について，準防火地域を定める。 

説明資料２
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（２）駅東地区 （１）一条地区   

【変更前】   
【変更前】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道４号バイパス 

平成通り 

平成通り 

【変更後】 

国道１２３号線 
国道４号バイパス 

 

商業地域（600/80） 

防火地域指定

【変更後】 

近隣商業地域（200/80）

準防火地域指定なし

商業地域（600/80） 

防火地域指定

商業地域（400/80）

準防火地域指定なし

一条中学校 

東
京
街
道 

Ｎ ＪＲ宇都宮駅 
商業地域（400/80） 

一条中学校 

近隣商業地域（200/80）

準防火地域指定 

近隣商業地域（200/80）

準防火地域指定 

東
武
線 

東
京
街
道 

東
武
線 

準防火地域指定 Ｎ 

近隣商業地域（200/80） 

準防火地域指定なし 

ＪＲ宇都宮駅 
商業地域（400/80） 

準防火地域指定

商業地域（400/80）

準防火地域指定 

近隣商業地域（200/80）

準防火地域指定

国道１２３号線 

近隣商業地域（200/80） 

準防火地域指定 

Ｎ 

Ｎ 
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商業地域（４００％／８０％）

商業地域（６００％／８０％） 

第２種住居地域（２００％／６０％）

第２種住居地域 

（２００％／６０％） 

第１種住居地域 

（２００％／６０％）

準工業地域 

（２００％／６０％）

第１種住居地域 

（２００％／６０％） 

商業地域（４００％／８０％） 

商業地域（４００％／８０％）

第１種住居地域 

（２００％／６０％） 

第２種住居地域（２００％／６０％） 

６．参考図（用途地域） 

【一条地区】 

【駅東地区】

： 対象区域 

※対象区域以外の商業地域及び近隣商業地域は，

防火地域又は準防火地域の指定あり。 

近隣商業地域（２００％／８０％） 

準住居地域 

準工業地域 

（２００％／６０％） 

一条中学校 準防火地域指定 Ｎ 

近隣商業地域（２００％／８０％） 

準防火地域指定 

防火地域指定 

近隣商業地域 
（２００％／８０％） Ｎ 

ＪＲ宇都宮駅 

商業地域（４００％／８０％） 

準防火地域指定 

準防火地域指定 

（２００％／６０％）
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